
３月８日㈰は
石川県知事選挙の投票日です

投票できる人

期日前投票

平成 20年３月９日以前に生まれた人

２月 20日㈮から期日前投票ができます。

最近住所※１を変えた人の投票場所は以下のとおりです。

区分 野々市市で投票 転入前の
市町で投票

投票
できない現住所 前住所

最
近
住
所
を
変
え
た
人

市
内
で
転
居

令和８年１月30日以前に今の住所に転居届を出した人 ○

令和８年１月31日以降に今の住所に転居届を出した人 ○

市
外
か
ら
転
入

令和７年11月 18日以前に野々市市に転入届を出した人 ○

令和７年 11月 19日～ 12月１日に野々市市に転入届を
出した人

○
（3/1以降）

令和７年 12 月２日
以降に野々市市に転
入届を出した人

県内の他の市町から転入した人※２ ○

県外から転入した人 ○

※１　住所とは住民登録をしているところです。
※２　条件によっては投票できない場合があります。前住所地の選挙人名簿に登録がある人は、野々市市が発行する証

明書を前住所地の投票所で提示すると投票できます。証明書は市民生活課で発行できます。

　投票日に投票所に行けないときは、以下のどちらかの期日前投票所で投票ができます。野々市市役所と交
遊舎では、投票できる期間が異なりますので注意してください。
　投票所に行く際は、郵送で届く投票所入場券（はがき）裏面の宣誓書欄を記入の上、持参してください。
なお投票所入場券が届いていなくても選挙人名簿に登録されていれば投票できます。

期日前投票所 野々市市役所ホール椿
三納一丁目１番地

交遊舎（IR 野々市駅北口に隣接）
二日市一丁目２番地

期間 ２月 20 日㈮～３月７日㈯
8:30 ～ 20:00

３月２日㈪～３月７日㈯
8:30 ～ 20:00

地図

卍
焼肉蔵

☆ 野々市市役所

野々市
中学校

野々市消防署

保健センター

天祥閣
木
呂
川

☆

南口
駐車場

野々市駅

北口駐車場

交遊舎

交遊舎
駐車場
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上下水道課　☎ 227－6102

【物価高対策】上水道基本料金を２カ月分無償化します
お知らせ

物価高の影響を受ける市民の暮らしを支えるため、以下の対象者の上水道基本料金２カ月分を無償化します。

対象者

市水道事業と直接給水契約を締結している人　※市以外の水道を利用している人、行政機関、公共施設などは対象外

無償化の期間

検針・請求月 住所

３月分
（１～２月使用分）

藤平、位川、太平寺、粟田、下林、新庄、藤平田、中林、上林、矢作、末松、清金、三納、
稲荷、田尻町、三日市、蓮花寺町、堀内、二日市

４月分
（２～３月使用分）

本町、若松町、横宮町、高橋町、扇が丘、住吉町、菅原町、白山町、押越、野代、押野、
御経塚、長池、徳用、郷、柳町、菅原団地、あすなろ団地、ビレッジハウス野々市

無償化する金額

1,320 円（１カ月の基本料金 660 円 [ 税込み ] ×２カ月分）

その他

・手続きは不要です。請求額は無償化後の金額です。
・10㎥を超える使用料および量水器使用料は請求されます。下水道使用料は無償化対象外です。

物価高対応子育て応援手当
４月 30 日㈭（消印有効）までに子育て支援課  ☎ 227－6077

　物価高の影響を受けている子育て世帯を支援し、子どもたちの健やかな成長を応援する観点から対象児童
1人につき 2万円を支給します。

お知らせ

対象児童

①�平成 19年４月２日～令和７年 12月 31日に出生した児童で、かつ児童手当を受給し
ている
　※�令和７年 9月１日以降に転入した人は、転入前の自治体の対象となりますので、野々
市市からの支給は行いません。

②令和８年１月 1日～３月 31日に出生した児童

申請が必要な人
②の対象児童の保護者
※�①の対象児童について、申請は原則不要です。児童手当受給口座に直接振り込まれます。
※公務員は、所属庁へ必要な手続きについて確認してください。

申請に必要なもの 申請書、児童手当受給資格者の身分証明書、児童手当受給資格者名義の通帳などの写し

支給時期 [ 申請が不要の人 ]２月下旬から随時振り込み
[申請が必要な人 ]申請書受け付け後、随時振り込み

※今回の無償化事業は、国の重点支援地方交付金を財源とした県水道基本料金無償化特別交付金事業に、本市独自の上乗せを行うこと
で実施します。県の事業が延長された場合、市水道基本料金無償化についても延長を検討します。
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